
する計画の取組状況を評価するため、別添 7の様式 13の 3を

こと。また、当該加算の変更の届出にあたり直近の7月 に属け出た内

容と変更がない場合は、様式 13の 3の届出を略すことができること。

」国壁豊α睦」趾出五壁二

(4)～ (5)  《口各》

壺工_」:塵饉日墜腕二:畳望,1症出l□墜:五」上
`五

1」l塑□l理型匹コユ企五

出ても差 し支えないが、平成 31年 7 月の届出以

なお、平成 30年 7 月の届出において平

針」の届出については、 別添 7 の様式 5の 6 を用いること。

で届 けの基準30年度改

においては、平成 30

届け出る

別添 3 入院基本料等加算の施設基準等

通則

(9)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備している

こと。当該体制については、別添 2の第 2の 12の (3)の例による。生

ぉ二塁塁盤型E2■目堕L」ヒ」Ц堅2鳳菫丞型図里駆2堅量二週口董』彊LL

当該基聖壺憂菫L」■L12≦理墜登三塁塾ヒ

1第 4の 3 急性期看

護補助体制加算

732

看護職員夜間 12対 1配置加算 1の施設基準

(7)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備している

こと。当該体制については、則縣祀
`り

Hン)ギ
“
～
日

'塁

4の 3の (2

1

の例による。

第 4の 4 看護職員

夜間配置加算

734

看口補助如算に魔ナる鮨1'基準

(1)を輌補助加夕1を算定するものとして届け出た痢床_u山L二菫△日

=」
肛事饉 型奎」睦出■2■■

=1:」
|』]塁工

`工
2■2望日:`園l

=ョ
ロ巨L●■菫L』墜Lとに.直工 3月 にぉぃて入続している全ての3

者の状趣を.別涵6の

"紙

7の■建■.医療・看薔必要魔 I・ ■に係

る繭 要を用いて綸競

"に

測定し.その結果.当藤入院議 卜́料を■定

するものとして屋け出た需床に入院している患lr全体 梃′Ч

“

螂い

に占める■,を満たす心奢 御添6の別紙 7による鮮価の結果.下●

別表のいずれかに燎当する0者をいう.以下「■準を満たす0莉 と

いう。)の割合が■虚産.は燎・■■必要魔 Iで o.6割以上.重
=度

.

医療・看護必要度Ⅱで0.5割以上であること。《以下略》

1736 第 7 看護補助加算

看護補助加算に関する施設基準

(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備してい

ること。当該体制についてはJ騨韓摯Э第344銅a←リー
夏■の■2■2

1

の例による。

第 7 看護補助加算737

抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

(1)～ (3) 《略》

(4)抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行 うこと。

4第 21 感染防止対策

加算

750

・ 36・

二上三⊆ュ_二盛_笙L三旦」■里_旦」壺並二塁EL菫墜型型=塁0」菫二卸ユユ

ェ塾二望壺堡園医』饉豊選L2墜工LL_里り匹」」_壁Lユ」■旦_旦二塁LIユL=朧_2ュ
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ア～力 《略》

キ 1のOШ ユに規定する院内の抗菌薬の適正使用を監視するため

の体制に係る業務については、施設の実態に応して、感染制御チー

ムではなく、抗菌薬適正使用支援チームが実施しても差し支えない。

(5)  《「各》

753 第26の 2 後発医薬

品使用体制加算

(4)後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

ア 《略》

イ 特殊ミルク製剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロ

イシン・璃俗バユン除去ミルク配合散「雪印」

ウ～オ  《略》

754 第26の 4 データ提

出加算

1 データ提出加算 1及び 2の施設基準

(1)区分番号「A207」 診療録管理体制加算に係る届出を行つている

保険医療機関であること。

ただし、次のアからウの保険医療機関にあつては、区分番号 「A2
07」 の診療録管理体制加算 1又は 2の施設基準を満たしていれば足

りること。

ア～イ 《略》

ウ 回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入

院料⊇生の届出のみを行う保険医療機関

(2)厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査 (特

別調査を含む。)」 (以下「DPC調査」という。)に適切に参加できる

体制を有すること。また、厚生労働省保険旦医療裸及びDPC調査事

務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず 2名指定

すること。

756 第26の 5 入退院支

援加算

入院時支援加算に関する施設基準

(1)入退院支援加算 1又は2を届け出ている場合にあつては、 1の (2)

で、入退院支援加算 3を届け出ている場合にあっては3の (2)で求め

る人員に加え、入院前支援を行う者として、当該入退院支援部門に、

入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護

師が1名以上又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を

有する専任の看護師及び専任の社会福祉士がそれぞれ 1名以上配置さ

れていること。ただし、許可病床数が 200床未満の病院堡菫E量盤目

にあっては、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が

1名以上配置されていること。当該専任の看護師が、入退院支援加算

1又は2を届け出ている場合にあっては、 1の (2)で、入退院支援加

算 3を届け出ている場合にあつては3の (2)で求める専従又は専任の

看護師を兼ねることは差し支えない。

6

759 第 26の 8 精神科急 1 精神科急性期医師配置加算に関する施設基準
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(1)～ (2) 《略》

(3)区分番号 「A311-2」 精神科急性期治療病棟入院料を算定する

病棟については、以下の要件を満たしていること。

ア 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院の決定を受けた

者 (以下「医療観察法入院患者」という。)を除いた新規入院患者

のうち6割以上が入院日から起算して3月 以内に退院し、自宅等ヘ

移行すること。 「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施

設又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患

家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る

病棟以外の病棟へ饉儡菫豊 した場合、他の保険医療機関へ転院した

場合及び介護者人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。ま

た、退院後に、医科点数表第 1章第 2部通則 5の規定により入院期

間が通算される再入院をした場合は、移行 した者として計上しない。

イ 《略》

性期医師配置加算

表  《略》

昼整」 ュ旦」と隆ム壺鮨嶽肌 :堕二旦塑 LZ』聾 星夏2コ里L里墨 塾 里」匠

規型重
=≧

る塾 笙 笙上登整 望 2堂二型 菫 L塁豊12型ニユニ_』圏辿堡

山」堕L_塾菫 EL.■L里墨型錮ヒ塁型 饉 丞正=塗二墨壼壁リュ」型聖 L

麺 曖 目 m」ニュ ェ 」主」匝 翼』Eユニユ _塑聖 堕 国 翌 一 鰹

塁と墜重二

この表の「地域」欄に掲げる名称は、平成 27年 4月 1日 においてそれ

らの名称を有する市、町又は村の同日における区城によって示された地

域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有す

るものの区域の変更によつて影響されるものではない。

人事院規則で定める地域に準じる地域

備考 平 成
力ヽ対 つ2 のお年 月 し A3 地 域 で あ加 宣てヽ 1831日

別紙 1 人事院規則

で定める地域及び

当該地域に準 じる

地域

761

別添4 特定入院料の施設基準等

特定集中治療室管理料 3に関する施設基準

(4)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院してい

る全ての患者の状態を、別添 6の別紙 17の 「特定集中治療室用の重症

度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定ュ菫盤亘 し、その

結果、基準を満たす患者が 7割以上いること。ただし、短期滞在手術

等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等 (平成 30年厚生

労働省告示第●墨 号)の別表第二の二十三に該当する患者は対象から

3

除外する。

第 2 特定集中治療

室管理料

765

1の (2)及び64■■口 4`に掲げる「集中治療を必要とする

に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の規定については、平成

30年 3月 31日 において、現に特定集中治療室管理料 1又は2に係る届出を

医療機関については、平成 31年 3月 31日 までの間に限り、

7 患者の看護

行っている保険

第2 特定集中治療

室管理料

766

38
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当該基準を満たしているものとする。また、平成 32年 3月 31日 までの間

は、特定集中治療室等において6年以上の勤務経験を有する看護師が配置

されていれば、当該基準を満たしているものとする。

772

773

第 11 回復期リハビ

リテーション病棟

入院料

2 回復期リハビリテーション病棟入院料 1及び 2の施設基準

(1) 《略》

(2) 《略》

ア 届出を行う月及び各年度4月 、7月 、10月 及び 1月 に算睾菫出し

たリハビリテーション実績指数が 37以上であること。

イ 《略》

(3)(2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、当該月以降、(2)の業務

を実施できないこととする。なお、その後、別の月 (4月 、 7月 、10

月又は 1月 以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場

合には、当該月以降、 (2)の業務を実施 しても差し支えないものとす

る。

なお、(2)の ア及びイについては、毎昇1笙 7月 に別紙様式 45を用い

て地方厚生 (支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも

満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、そ

の後、別の月 (4月 、7月 、10月 又は 1月 以外の月を含む。)にア及び

イのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。

(4)～ (8) 《略》

(9)回復期リハビツテーション病棟入院料 1を算定しようとする病棟〔

」量全は、届出を行う月及び各年度4月 、7月 10月 及び 1月 に算完皇出

_した2全r2テ,シ■_ン実績担数が 3ヱ 以上であること
“

_

773 第 11 回復期 リハビ

リテーション病棟

入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料 3、 4、 5及び6の施設基準

(1) 《略》

(2) 《略》

ア 届出を行う月及び各年度4月 、7月 、10月 及び1月 に第■墓出し

たリハビリテーション実績指数が37以上であること。

イ 《略》

(3)(2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する

理学療法士及び作業療法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できな

いこととする。なお、その後、別の月 (4月 、 7月 、10月 又は1月 以

外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該

月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。

なお、(2)の ア及びイについては、毎昇生 7月 に別紙様式 45を用い

て地方厚生 (支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも

満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、そ

の後、別の月 (4月 、7月 、10月 又は 1月 以外の月を含む。)にア及び

イのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。

3
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《I略》

回復期リハビリテーション病棟入院料3又は5を算定しようとする

痛ウト●」量色は、届出を行う月及び各年度4月 、7月 、10月及び1月 に

算定二出したリハビリテーション実績指数が30以上であること。

(6) 《略》

(4)

(5)

7 届出に関する事項

(2_回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別

添 7の様式 8、 様式 9、 様式 20、 様式 49か ら様式 49の 7(様式 49

の4を除く。)までを用いること。

(2) 異なる区分の回復期 リハ ビリテーション病棟入 を組み て

□曇監芭旦負壺聾≦L己順堕2■I12■2ユ三遂ユ■
`辺

聖2二型二

であること。

(3) 新たに回復期リハビリテー シ ヨン病 料の届 を行う は 、

ハ ビ ョ ン 5 は 6 か 6

し、 該病棟が回復期 リハビリテ― シ ョン 棟入院料 1、 2 3 又 は

4の 基準 を たさないことが明らかな場合 | 表 2の い れ か

に該 当する 合わせによる届出を行うことはできない

て の

別壺 2

入睦昼 1 入堕料2 入塵畳ユ 入院当4 入院畳旦 入堕料6

入堕料 1 O

入院料 2 ○ 〇
一

入院墨3 〇
一

O

入堕理■ 〇
一

入匠量旦

入墜料6

入院料1及び入堕墨5 入院 2及び 料 5

入院料 L=型國生■■■△墜■ユ

入院料2、入院料全 料 6

第 11 回復期 リハ ビ

リテーション病棟

入院料

774

地域包括ケア病棟入院料

(1)当該病棟又は病室を含む病棟において、 1日 に看護を行う看護職員

の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 13又はその端数を増すごと

に 1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、

を行 う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上であ

1

1日 に看護

774

775

第 12 地域包括ケア

病棟入院料

・ 40・

入院昼■2延△匠整ユ型屋主ヱ■■壺囲 ■

入院昼■及び入院料6

入院料笙=込堡壼主■丞奎塾』國生ユ

E国璽凱型二」二」互士二≧ユ之編二塁Z鰤螢ユニ塁1整重重』l聾
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る場合には、当該病棟における夜勤を行 う看護職員の数は、本文の規

定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の

7割以上が看護師であること。なお、注 2の届出を行う場合にあって

は、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日 に看護を行う看護職

員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 15又はその端数を増すご

とに 1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟におい

て、 1日 に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上

である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文

の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要

数の4割以上が看護師であること。亮桑異
～尋 護輌麟:具の香確実■a´ 当ヽ〔

基、…「手・4ゝ共J完キ縫 堀け喜‐ 」嗜1病」興翻こお い=``第9裏斜酬蟄 鮮 _み

も
`準

0あく■こと。

〈2)当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直

近3月 において入院している全ての患者の状態について、別添 6の別

紙 7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 I又はⅡに係る評価票

におけるモニタリング及び処置等の項目 (A項 目)及び手術等の医学

的状況の項目 (C項 目)を用いて測定し、その結果、当該病床又は当

該病室へ入院する患者全体煮染める基準を満たす患者 (別添 6の別紙

7による評価の結果、看護必要度評価票A項 目の得点が 1点以上の患

者又はC項目の得点が 1点以上の患者をいう。)の割合が、一般病棟用

の重症度、医療・看護必要度 Iで 1割以上、一般病棟用の重症度、医

療・看護必要度Ⅱで0.8割以上であること。ただし、産科患者、15歳

未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療

料の施設基準等 (平成 30年厚生労働省告示第 44号)の別表第二の二

十三に該当する患者は対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・

看護必要度 I異鴇硼|一事H裏与olでは〒4翔酎肇いみ■に係る評価票の記

入は、院内研修を受けたものが行なうものであること。《以下略》
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地域包括ケア病棟入院料 1の施設基準

(8)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。

ア～ウ 《略》

工 介護保険法第 8条第 2項に規定する訪間介護、同条菫 4項に規定

する訪問看護、同条第 5項に規定する訪問リハビリテーション、同

法第 8条の 2第 3項に規定する介護予防訪問看護又は同法条第4項

に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供している格譲事

業所が当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。

(9)当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における

医療・ケアの決定プロセスに関するガイ ドライン」等の内容を踏まえ、

看取りに対する指針を定めていること。

2
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10 地域包括ケア病棟入院料の「注 3」 |こ掲げる看護職員配置加算の施設基

準
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(1)《略》

(2)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備している

こと。当該体制については、糾添3の第34島みの率→・別透3の塁4の

32`Qとの例による。キ豪■■望得嬢理車4ヽ春護欄り言

“

)彙」曇の軽輌要り受ばし殴じ

邊 a婿 勢 辞 聘 発 串 判 ■ 製 ざ ← 州 り 澪 04場 明 尋 ‐ 轟 事 轟 当 朝 い 脅

義切吟争■係 6暴日鍵 4手■
"て

いζ鎮尋実[源腎競褥に■ついくH漱―半ウカ
“
■̀'‐

昇.襲,■.姜:a`哺‖許
`導

勢・甲当開酎 :巻:需各事(いる・もリニQl来‐「`F
ll 地域包括ケア病棟入院料の「注 4」 に掲げる看護補助者配置加算の施設

基準

(1)《略》

(2)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備している

こと。当該体制については、糾添3の第3443の率→別透旦⊇亜二⊇

ニュ区■)の例による。キ皐ヽ ‐―当庸お朝ユ纂
`S淳

耐護13夢tの

`言

H諷
`01目

[援め彙《J嶼些

過
“
ηヽ改善輩1等事=る

.倅帯‖る0い=て■
‐平りH美 ■ヽ

=モ
リ手・31卜・H‐

“

3尋晨・当■,■‐

該;"l算峯イ絡ひ届1彗を

`ヨ

|■4い・る・保繊輩輩静Bttf奨卜に3つ■・コ■僣lF半丹
'“

‐宇‐・

丹‐31…鼻事=●0震H41限 19R‐ 当̈う藤週}準モギ謁藤■も占(■ 6`●しH写黎■
""(■

ヨЧ島Ⅲ…

(3)～ (4) 《略》

12 地域包括ケア病棟入院料の「注 7」 に掲げる看護職員夜間配置加算の施

設基準

(1)当該病棟 (地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病

室を有する病棟)において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該

病棟の入院患者の数が 16又はその端数を増すごとに 1に相当する数以

上であること。な皐■編:策i枷鴨長4)嘔開襲こついく:輩:民・」:告」願海嬌男葛弓再保

共院料を暴け出てい毛→霧棟f褥卜に導ユ・ 4ヽ`0=り4晏創嘔腱塀夢0そLO■b`4■檸→‐0

こ薔r
(2)  《澪各》

(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備してい

ること。当該体制については、別添 2の第 2の 12の (3)の例による。

キ業■製崎嬢題馨の看議粥げ

“

哨調島0軽1瀕激蠅激聾黎翔嶼詈■薇澪l引

""警
任 4単当 ■三降井裏ソ■3丹導 ■件にお 準嗅尋群霞 雲発瑕昴 峯瑚

“

漱聯串鬱F

って■躊絆秘簿□察機:硬熙

“

斗‐Gふ

「

半嬌.4■中・3,■
'■

■■■謬鋼研日螢

与守製躊電辞自目姜た=じ
`い

るも4※錫夕い曇と‐

14 届出に関する事項

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に

係る届出は、別添 7の様式 9、 10、 20、 50か ら50の 3ま でを用いること。

また、 1の (8)の なお書きに該当する場合は、年 1回、全面的な改築等の

予定について別添 7の様式 50又は 50の 2により地方厚生 (支)局長に報

告すること。

「注 3」 、「注 4」 及び「注 7」 に規定する看護職員配置加算、看譲補助

者配置加算及び看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添 7の
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